
京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例（平成２４年１１月９日京都市

条例第   号）（総合企画局市民協働政策推進室） 

京都市大学のまち交流センターの講義室，演習室及び講習室を大学の授業のために使

用する際に，その準備及び後片付けに係る講時と講時の間の時間を，現行の１０分間（５

講時と６講時の間は，７０分間）から２０分間に変更することにより，授業時間を確実

に９０分間確保する必要があるため，次のとおり供用時間を変更することとしました。 

区 分 変更前 変更後 

１講時 午前９時から午前１０時３０分まで 現行どおり 

２講時 
午前１０時４０分から午後０時１０

分まで 

午前１０時５０分から午後０時２０

分まで 

３講時 
午後０時２０分から午後１時５０分

まで 

午後０時４０分から午後２時１０分

まで 

４講時 午後２時から午後３時３０分まで 午後２時３０分から午後４時まで 

５講時 
午後３時４０分から午後５時１０分

まで 

午後４時２０分から午後５時５０分

まで 

６講時 
午後６時２０分から午後７時５０分

まで 

午後６時１０分から午後７時４０分

まで 

７講時 午後８時から午後９時３０分まで 現行どおり 

この条例は，平成２５年４月１日から施行することとしました。 
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 京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２４年１１月９日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例 

京都市大学のまち交流センター条例の一部を次のように改正する。 

別表備考２中「午前１０時４０分から午後０時１０分まで」を「午前１０時５０分から

午後０時２０分まで」に，「午後０時２０分から午後１時５０分まで」を「午後０時４０

分から午後２時１０分まで」に，「午後２時から午後３時３０分まで」を「午後２時３０

分から午後４時まで」に，「午後３時４０分から午後５時１０分まで」を「午後４時２０

分から午後５時５０分まで」に，「午後６時２０分から午後７時５０分まで」を「午後６

時１０分から午後７時４０分まで」に改める。 

附 則 

 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

（総合企画局市民協働政策推進室） 
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